
配 布 資 料  

新潟市

市長記者会見 

期 日  令和４年１０月２８日（金） 

時 間  午前１０時～ 

場 所  対策室 

発 表 内 容 

１ 乳幼児への新型コロナワクチン接種の開始について 

（保健衛生部） 

２ 「Ｇ７新潟財務大臣・中央銀行総裁会議」の開催周知について

（2023 年Ｇ７サミット推進課） 

３ マイナンバーカード普及のさらなる取り組みについて 

                        （市民生活課） 

４ 「地域の祭り・イベント等用具整備事業費補助」の実施について 

                        （市民協働課） 

５ ミズベリング信濃川やすらぎ提における次期運営事業者の募集に

ついて                 （まちづくり推進課） 

６「フードメッセ in にいがた 2022」の開催について 

                      （食と花の推進課） 



 
 
 
 

乳幼児（6か月から4歳）への新型コロナワクチン接種の開始について 
 
 生後6か月から4歳の乳幼児を対象にした接種を下記のとおり開始します。 

記 
１ 接種対象者と接種方法 

新潟市に住民票があり、1回目の接種時において6か月以上4歳以下の方を対象に3回接種を行う。 

※3回の接種の途中で5歳になった場合も、3回目まで同じ乳幼児用ワクチンを接種 

 

２ 使用するワクチン 

ファイザー社製の乳幼児用ワクチン 

※1回目接種後、3週間の間隔をあけて2回目を受け、2回目接種後、8週間あけて3回目を接種 

 

 

 

 

 

 

 

３ 接種券について 

・11月10日（木）に生後6か月以上4歳以下の方へ接種券を一斉発送（発送通数：約25,000通） 

・以降は生後6か月を迎える日に発送 

・5 歳の誕生日を迎えた後に 1 回目の接種を受ける場合は、5 歳の誕生日後に送付される

小児（5～11歳）用の接種券を使用して小児接種を受けてください。 
 

４ 接種場所について 

市内31の医療機関（10月26 日時点）で接種可能です。接種を希望する方は、かかりつけ医または

かかりつけの方以外も対応可能な医療機関にご相談ください。詳しくはホームページをご確認くださ

い。 

 

 

 
◎本件に関するお問い合わせは午後5時30分までにお願いします。 

 

 

 
【問い合わせ先】 

 新潟市保健所 コロナワクチン接種推進担当課長 明間 

 電 話：025-212-8173（直通） 
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「Ｇ７新潟財務大臣・中央銀行総裁会議」の 
開催周知について 

 
 
  標記会議の開催日程が、来年５月１１日から１３日の３日間に決定しま
した。 
 これを受け、新潟県・新潟市では、会議の開催周知のため、横断幕やポ
スターといった広報物を作成しました。 
 
 

記 
■横断幕の設置場所 

  ・市役所本館３階 
  ・ルフル広場前の歩道 

・流作場五差路の歩道橋 
   ※いずれも 11 月 9 日設置予定 
 

■ポスターの配布・掲出について 
   11 月以降、新潟県内各地の公共施設・商業施設等に順次配布・ 

掲出します。 
※デザインは別紙参照 

 
 

               【問い合わせ】 
新潟市政策企画部 2023 年Ｇ７サミット推進課 

           課⻑ ⼭本   
電話：025-226-2142 
メール：2023summit@city.niigata.lg.jp 
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お問い合わせ先 
新潟市市民生活課 担当：金子 

電話０２５－２２６－１００９(直通) 
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マイナンバーカード普及のさらなる取り組みについて 

 
○趣 旨  マイナポイント第２弾の対象となるマイナンバーカード申請期限に 

向けて、カードの普及につながる施策を実施します。 

 

○内 容  

 １．臨時申請窓口の開設 

  ・開設場所 市役所本館 １階市民ロビー 

 

  ・開設期間 令和４年１１月１日～令和５年２月２８日まで 

      ※下記を除く 

令和 4 年 11 月 12 日（土）13 日（日）、26 日（土）27 日（日）、 

12 月 17 日（土）18 日（日）、24 日（土）25 日（日） 

令和５年 １月１日～１月３日 

 

  ・受付時間 午前９：３０～ 午後２：００ 

        ※令和４年１２月３１日は午前のみ開設 

  

 ２．マイナンバーカード所有者及び申請者への施設の割引 

キャンペーン 

  ・実施期間 令和４年１１月１日～令和５年３月３１日 

  ・対象施設 別紙のとおり 

         

新潟市 



 
特典付与対象施設・特典内容                         （単位：円） 
No. 施設名 開始日 特典内容 

1 新潟市水族館 R4.11.1 入館料 2 割引 一般 1500 ⇒ 1200 
小中学生 600 ⇒ 480 
幼児 200 ⇒ 160 

2 新潟市會津八一記念館 R4.11.1 企画展観覧料 2 割引 一般 500 ⇒ 400 
大学生 300 ⇒ 240 
高校生 200 ⇒ 160 
小中学生 100 ⇒ 80 

3 新潟市マンガ・アニメ情報

館 
R4.11.1 常設展観覧料 2 割引 一般 200 ⇒ 160 

中高校生 100 ⇒ 80 
小学生 50 ⇒ 40 

4 新潟市歴史博物館 R4.11.1 常設展観覧料 2 割引 大人 300 ⇒ 240 
高校・大学生 200 ⇒ 160 
小中学生 100 ⇒ 80 

5 新潟市文化財 旧小澤家

住宅 
R4.11.1 常設展観覧料 2 割引 大人 200 ⇒ 160 

小中学生 100 ⇒ 80 
6 新潟市新津鉄道資料館 R4.11.1 常設展観覧料 2 割引 大人 300 ⇒ 240 

高校・大学生 200 ⇒ 160 
小中学生 100 ⇒ 80 

7 新潟市美術館 R4.11.1 ポストカードを贈呈（数量限定） 

8 新潟市新津美術館 R4.11.1 ポストカードを贈呈（数量限定） 

9 新潟市旧齋藤家別邸 R4.12.1 観覧料 2 割引 一般 300 ⇒ 240 
小中学生 100 ⇒ 80 

10 しろね大凧と歴史の館 R4.11.1 観覧料 2 割引 一般 400 ⇒ 320 
小中高 200 ⇒ 160 

11 旧笹川家住宅 R4.11.1 入館料 2 割引 高校生以上 500 ⇒ 400 
小中学生 300 ⇒ 240 

12 潟東樋口記念美術館・潟東

歴史民俗資料館 
R4.11.1 入館料 団体料金適用 一般 500 ⇒ 400 

小中学生 300 ⇒ 200 

13 中之口先人館 R4.11.1 入館料 団体料金適用 大人 200 ⇒ 150 
高校生 100 ⇒ 50 

14 澤将監の館 R4.11.1 入館料 団体料金適用 大人 300 ⇒ 200 
高校生 150 ⇒ 100 

15 いわむろや R4.11.1 購買者にポストカードを贈呈（数量限定） 

16 巻農村改善センター R4.11.1 クリアファイルを贈呈（数量限定） 

17 岩室農村改善センター R4.11.1 クリアファイルを贈呈（数量限定） 
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「地域の祭り・イベント等用具整備事業費補助」の実施について 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の祭りやイベント等の中止や縮小が余

儀なくされており、次世代への継承や取り組み自体の継続ができなくなることが懸念さ

れることから、再開の機運を醸成し、再開時において地域活動のさらなる活性化を図る

ため、地域の祭り・イベントに必要な用具の整備に要する経費（購入及び修繕費用等）

の一部を補助します。 

 

記 

 

○事業内容 

申請できる団体 
非営利団体（地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、実行委員

会組織、ＮＰＯなど） 

補助対象 
令和４年４月１日～令和６年３月 31 日の間に整備されたもの 

※年度をまたいで整備した場合も申請が可能です。 

補助額 補助対象経費の５分の４以内（下限５万円～上限１００万円） 

申請回数の制限 各団体１回のみ 

申請方法等 

令和４年 11 月１日より区役所（地域総務課・地域課）で受付開始 

※申請書は区役所（地域総務課・地域課）の窓口で配布します。 

そのほかホームページからダウンロードができます。 

※予算額に達した場合、受付を終了します。 

 

【問い合わせ先】 

 新潟市市民生活部市民協働課 藤村 電話 025-226-1098（直通） 

 



  

  

  

  

  

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウィルス感染症の影響により、中止や縮小を余儀なくされている既存

の地域の祭りやイベントの再開に向けて、市では備品の購入や修繕の費用を補助し

ます。          ※ 詳しくは別冊「申請の手引き」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

地域の祭り・イベント等の 

新潟市 令和４年度９月補正予算補助事業 

用具整備を応援します!! 

 ポイント① 

＜申請団体＞ 

コミュニティ協議会、

自治会ほか、実行委員

会組織、NPO など 

地域活動団体 

補助対象経費 

の 

５分の４ 

 ポイント② 

＜補助率＞ 

 ポイント③ 

＜補助金上限額・下限額＞ 

 
 

用具購入費・修繕費 
 

上限額１００万円 

下限額  ５万円 

 ポイント④ 

＜補助対象の事業期間＞ 

 

 

令和４年度 

および 

令和５年度  

 ポイント⑤ 

＜さかのぼり申請＞ 

 
令和４年度限定 

 

４月１日以降に 

購入・修繕した 

事業が対象 

 

 

   

裏面をご覧ください。 

５つの応援ポイント♪ 

 



１ 申請できる団体：対象・非営利団体 

コミュニティ協議会/ 自治会・町内会 / 実行委員会組織、NPO  など  

２ 補助内容：既存の祭り・イベント等の用具の購入費・修繕費 

  

 

 

３ 申請回数   
 １団体につき１回 時期をずらして備品を購入する場合の申請方法はお問い合わせください。 

４ 事務手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 
 

５ その他 
◆ 補助対象外 となる事業 

  ・特定の個人や事業者、政党、宗教を利することを目的とした事業などは対象外  

・新規の祭り、イベント等は対象外 ・消耗品費は対象外 

◆ 申請は、月ごとに月締め処理とさせていただきます。 

◆ 全市での申請総額が事業予算総額に達した場合、受付を終了します。 
 

６ 「申請の手引き」および「申請書類等」の入手先 
  各区役所の地域課・地域総務課および市民生活部市民協働課で配布しています。

また，新潟市のホームページからもダウンロードできます。        

トップページ ＞ くらし・手続き ＞ 市民活動・市政参加 ＞ 市民公益活動 ＞ 地域の祭り・イベント等用具整備事業費補助  

 

 

 

① 区地域課・地域総務課窓口へ申請書類の提出                
 

② 書類審査  
     
③ 補助金交付（不交付）決定通知  

   
④ 整備・修繕事業の実施      

   
⑤ 事業報告書の提出 

   
⑥ 補助金確定通知書及び補助金交付 

◆事業は補助金交付決定通知を受けてから実施してくだ 

さい。交付決定前の事業経費は補助の対象となりません。 

◆必要に応じて概算払いができます。 

◆事業完了後１か月以内に対象経費の領収書等と備品

の写真を併せて提出してください。 

 

【祭り】楽器（太鼓）、衣装（法被）、山車、屋台、装飾品（のぼり旗） ほか 

【イベント】運営用品（競技用品、長机、テント、音響設備 ほか 

＜補助対象の経費（例）＞ 

＜申請について＞ 
 ○新潟市市民生活部 市民協働課  

電話 025-226-1105 FAX 025-228-2230 

○各区役所地域総務課（東・中央・西は地域課） 

＜制度について＞ 
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第 14 回 食の国際総合見本市「フードメッセ in にいがた 2022」の開催について 
 

 

１．趣  旨  新潟を基点にした食の見本市を開催し、食関連事業者の販路拡大や 

新たなビジネスチャンスを創出する。 

 

２．会  期  令和 4年 11 月 9日(水)～11 日(金)  

午前 10時～午後 5時（最終日は午後 4時） 

         ※初日（午前 9時 45分～）オープニングセレモニー 

 

３．会  場  朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター「展示ホール」 

 

４．対  象  食や流通関連のビジネスマンや事業者 

※ＨＰにて事前登録が必要 

        （一般の方の来場はできません） 

          

５．出展者数  403事業者（376小間）※10月28日現在 

         前回比 ＋79事業者 

（県内出展者 201 者 県外出展者 202 者） 

（食品・食材 265 者 機器・器具 97者  容器・包装、その他 41者） 

 

６．主  催  フードメッセ inにいがた運営会議・新潟市 

（主  管   日本食糧新聞社・㈱新宣・カシヨ(株)・ 

食と花の世界フォーラム組織委員会） 

 

７．そ の 他  取材をご希望の方は、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

新潟市 

お問い合わせ先 

新潟市食と花の推進課 (宮川、外山) 

電話：025－226－1841(直通) 





etc.




